
文
化
祭
総
務
企
画

班
号

外

三�
令

和

五

年

四

月

一

日

環
境
生
活
部

文
化
祭
総
務
企
画
課
長

災
害
対
策
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

目

次

規

則

○
岐
阜
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

防

災

課)

一
ペ
ー
ジ

○
飛
騨
・
美
濃
す
ぐ
れ
も
の
認
定
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

(

観
光
資
源
活
用
課)

三

○
岐
阜
県
通
訳
案
内
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
(

観
光
誘
客
推
進
課)

三

企
業
管
理
規
程

○
岐
阜
県
公
営
企
業
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

(
水
道
企
業
課)

三

訓

令

甲

○
岐
阜
県
防
火
管
理
者
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

管

財

課)

四

○
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
第
十
七
条
第
五
項
第
五
号
に
規
定
す

る
岐
阜
県
地
震
災
害
警
戒
本
部
員
の
指
名
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
訓
令

(

防

災

課)
四

○
岐
阜
県
水
資
源
問
題
協
議
会
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

水

資

源

課)
四

規

則

岐
阜
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
九
号

岐
阜
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
八
十
九
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
四
第
二
項
第
一
号
中｢

商
工
労
働
部
商
工
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
課｣

を｢

商
工
労
働
部
商

観
光
国
際
部
観

工
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
課

光
国
際
政
策
課

｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
中｢

商
工
労
働
部
長｣

を｢

商
工
労
働
部
長

観
光
国
際
部
長｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
総
務
部
の
部
県
庁
舎
開
設
準
備
班
の
項
及
び
県
庁
舎
建
設
班
の
項
を
削
り
、
同
表
危
機
管

理
部
の
部
危
機
管
理
政
策
班
の
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
部
防
災
班
の
項
中

第
十
四
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

11

防
災
交
流
セ
ン
タ
ー
の
災
害
対
策
及
び
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
環
境
生
活
部
の
部
文
化
伝
承
班
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

( ) 令和５年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
五
年
四
月
一
日



別
表
第
二
商
工
労
働
部
の
部
産
業
技
術
班
の
項
中｢

産
業
技
術
班｣

を｢

産
業
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推

進
班｣

に
、｢

産
業
技
術
課
長｣
を｢
産
業
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
課
長｣

に
、｢

(

産
業
技
術
課｣

を

｢(

産
業
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
課｣
に
改
め
、
同
部
観
光
企
画
班
の
項
か
ら
国
際
交
流
班
の
項
ま
で

を
削
り
、
同
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
都
市
建
築
部
の
部
公
共
交
通
班
の
項
及
び
都
市
公
園
班
の
項
を
削
り
、
同
部
公
共
建
築
班

の
項
中｢

災
害
対
策
の
応
援｣

を｢

県
有
建
築
物
の
応
急
復
旧｣

に
改
め
、
同
部
水
道
企
業
班
の
項
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
教
育
部
の
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和５年４月１日 ( )２

リ
ニ
ア
推
進
班

公
共
交
通
班

都
市
公
園
班

観
光
国

際
部

全
国
高
等
学
校
総

文
祭
推
進
班

清
流
の
国
ぎ
ふ
文

化
祭
推
進
班部

長観
光

国
際

部
長

副
部
長

観
光

国
際

部
次

長

都
市
建
築
部

都
市
建
築
部

公
共
交
通
課
長

都
市
建
築
部

都
市
公
園
課
長

国
際
交

流
班

観
光
誘

客
推
進

班 観
光
資

源
活
用

班 観
光
国

際
政
策

班 環
境
生
活
部

全
国
高
等
学
校
総
文
祭

推
進
課
長

環
境
生
活
部

清
流
の
国
ぎ
ふ
文
化
祭

推
進
課
長観

光
国
際
部

国
際
交
流

課
長

観
光
国
際
部

観
光
誘
客

推
進
課
長

観
光
国
際
部

観
光
資
源

活
用
課
長

観
光
国
際
部

観
光
国
際

政
策
課
長

リ
ニ
ア
推
進
事
務
所
の
災
害
対
策
及
び
連
絡
調

鉄
道
輸
送
、
バ
ス
輸
送
等
の
災
害
対
策
の
支
援

及
び
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

都
市
公
園
施
設
の
災
害
対
策
及
び
支
援
に
関
す

る
こ
と
。

災
害
対
策
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

旅
券
セ
ン
タ
ー
の
災
害
対
策
及
び
連
絡
調
整

に
関
す
る
こ
と
。

岐
阜
関
ケ
原
古
戦
場
記
念
館
の
災
害
対
策
及

び
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

１

観
光
国
際
部
内
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ

と
。

２

観
光
施
設
等
の
災
害
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

災
害
対
策
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

災
害
対
策
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

教
育
部

部
長教

育
長

副
部
長

副
教

育
長

体
育
健

康
班

教
育
研

修
班

特
別
支

援
教
育

班 高
校
教

育
班

義
務
教

育
班

教
育
総

務
班 リ

ニ
ア
推
進
課
長

教
育
委
員
会

体
育
健
康

課
長

教
育
委
員
会

教
育
研
修

課
長

教
育
委
員
会

特
別
支
援

教
育
課
長

教
育
委
員
会

高
校
教
育

課
長

教
育
委
員
会

義
務
教
育

課
長

教
育
委
員
会

教
育
総
務

課
長

整
に
関
す
る
こ
と
。

１

学
校
給
食
に
関
す
る
こ
と
。

２

学
校
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

災
害
対
策
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

学
校
の
管
理(

教
育
活
動
に
関
す
る
こ
と
に

限
る
。)

に
関
す
る
こ
と
。

１

学
校
の
管
理(

教
育
活
動
に
関
す
る
こ
と

に
限
る
。)

に
関
す
る
こ
と
。

２

被
災
生
徒
に
対
す
る
授
業
に
関
す
る
こ
と
。

３

災
害
救
助
用
教
科
書
等
の
支
給
に
つ
い
て

の
協
力
に
関
す
る
こ
と
。

４

被
災
教
職
員
の
調
査
等
に
関
す
る
こ
と
。

５

教
職
員
の
災
害
対
策
の
た
め
の
確
保
及
び

動
員
に
関
す
る
こ
と
。

１

学
校
の
管
理(

教
育
活
動
に
関
す
る
こ
と

に
限
る
。)

に
関
す
る
こ
と
。

２

被
災
生
徒
及
び
児
童
に
対
す
る
授
業
に
関

す
る
こ
と
。

３

災
害
救
助
用
教
科
書
等
の
支
給
に
つ
い
て

の
協
力
に
関
す
る
こ
と
。

４

被
災
教
職
員
の
調
査
等
に
関
す
る
こ
と
。

５

教
職
員
の
災
害
対
策
の
た
め
の
確
保
及
び

動
員
に
関
す
る
こ
と
。

１

教
育
部
内
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

２

教
育
に
関
す
る
災
害
関
係
の
広
報
に
関
す

る
こ
と
。

３

教
育
関
係
義
援
金
品
の
受
付
等
に
関
す
る

こ
と
。

４

教
育
事
務
所
の
災
害
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

５

被
災
教
職
員
の
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。



別
表
第
三
避
難
所
支
援
チ
ー
ム
の
項
中 ｢

教
育
財
務
班

学
校
安
全
班

学
校
支
援
班

特
別
支
援
教
育
班｣

を ｢

義
務
教
育
班

高
校
教
育
班

特
別
支
援
教
育
班

学
校
安
全
班

教
育
財
務
班

｣

に
改
め
、

同
表
渉
外
チ
ー
ム
の
項
中｢

商
工
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
班｣

を｢

商
工
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
班

観
光
国
際
政
策
班

｣

に
改

め
、
同
表
食
料
物
資
チ
ー
ム
の
項
中｢

商
工
労
働
部
各
班｣

を｢

商
工
労
働
部
各
班

観
光
国
際
部
各
班｣
に
改
め
、
同
表

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
・
危
険
度
判
定
チ
ー
ム
の
項
中｢

薬
務
水
道
班｣

を｢

防
災
班

薬
務
水
道
班｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

飛
騨
・
美
濃
す
ぐ
れ
も
の
認
定
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
号

飛
騨
・
美
濃
す
ぐ
れ
も
の
認
定
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

飛
騨
・
美
濃
す
ぐ
れ
も
の
認
定
審
査
会
規
則(

平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
五
十
八
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
中｢

商
工
労
働
部
観
光
国
際
局
観
光
資
源
活
用
課｣

を｢

観
光
国
際
部
観
光
資
源
活
用
課｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
通
訳
案
内
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
一
号

岐
阜
県
通
訳
案
内
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
通
訳
案
内
士
法
施
行
細
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
条
中｢

第
二
十
二
条｣

を｢

第
二
十
一
条｣

に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中｢

岐
阜
県
商
工
労
働
部
観
光
国
際
局
観
光
誘
客
推
進
課｣

を｢

岐
阜
県
観
光
国
際

部
観
光
誘
客
推
進
課｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
中｢第

22条
｣

を｢第
21条
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

企
業
管
理
規
程

岐
阜
県
公
営
企
業
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

( ) 令和５年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３

教
育
財

務
班

教
育
管

理
班

学
校
安

全
班

教
育
委
員
会

教
育
財
務

課
長

教
育
委
員
会

教
育
管
理

課
長

教
育
委
員
会

学
校
安
全

課
長

１

学
校
施
設
の
災
害
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

２

学
校
に
避
難
所
等
を
開
設
す
る
こ
と
に
つ

い
て
の
協
力
に
関
す
る
こ
と
。

３

被
災
生
徒
の
修
学
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

４

文
教
施
設
の
応
急
危
険
度
判
定
士
の
派
遣

に
関
す
る
こ
と
。

災
害
対
策
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

１

学
校
安
全
に
関
す
る
こ
と
。

２

学
校
の
管
理(

児
童
生
徒
に
関
す
る
こ
と

に
限
る
。)

に
関
す
る
こ
と
。



岐
阜
県
企
業
管
理
規
程
第
一
号

岐
阜
県
公
営
企
業
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

岐
阜
県
公
営
企
業
組
織
規
程(

昭
和
四
十
六
年
岐
阜
県
企
業
管
理
規
程
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
及
び
第
六
条
第
一
項
の
表
総
務
課
の
項
中｢

管
理
調
整
係｣

を｢

管
理
経
理
係｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
九
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
防
火
管
理
者
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
防
火
管
理
者
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
防
火
管
理
者
規
程(

昭
和
三
十
六
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
防
災
交
流
セ
ン
タ
ー
の
項
中｢

危
機
管
理
政
策
課
長｣

を｢

防
災
課
長｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
第
十
七
条
第
五
項
第
五
号
に
規
定
す
る
岐
阜
県
地
震
災
害
警
戒
本
部

員
の
指
名
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
第
十
七
条
第
五
項
第
五
号
に
規
定
す
る
岐
阜
県
地
震
災
害
警
戒

本
部
員
の
指
名
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
第
十
七
条
第
五
項
第
五
号
に
規
定
す
る
岐
阜
県
地
震
災
害
警
戒
本
部

員
の
指
名
に
関
す
る
規
程(

昭
和
五
十
四
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
二
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
号
中｢

商
工
労
働
部
長｣

の
下
に｢

、
観
光
国
際
部
長｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
一
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
水
資
源
問
題
協
議
会
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
水
資
源
問
題
協
議
会
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
水
資
源
問
題
協
議
会
設
置
規
程(

昭
和
四
十
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
中｢
商
工
労
働
部
長｣

を｢

商
工
労
働
部
長

観
光
国
際
部
長｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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